
青木南地区まちづくり協定の更新（変更）内容 

 令和５年２月 5日付で、青木南地区まちづくり協定を再締結しました。再締結に伴い

下記の内容を変更しています。 

 

建築物等の用途及び営業の制限 

「３）葬儀を主たる目的とする建築物」について、国道 43号沿道ゾーンを規制エリ

アとして追加しました。 

 

 


